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規規 則則

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則をここに公布する。

平成25年４月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第25号

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部の施行期日を定める規則

職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（平成25年宮崎県条例第５号）附則第１号に掲げる規定の施行期日は、平成25年４月20

日とする。

災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成25年４月19日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第26号

災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当に関する規則の一部を改正する規則

災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当に関する規則（昭和38年宮崎県規則第48号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改正後改正前

災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエ

ンザ等緊急事態派遣手当に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条

例第40号）第６条の６、第６条の６の２及び第６条の６の３の規

定に基づき、本県に派遣された職員（以下「派遣職員」という。

）の災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフルエ

ンザ等緊急事態派遣手当の支給に関し、必要な事項を定めるもの

とする。

（武力攻撃災害等派遣手当等への準用）

第４条 前２条の規定は、武力攻撃災害等派遣手当及び新型インフ

ルエンザ等緊急事態派遣手当の支給及び額について準用する。

災害派遣手当及び武力攻撃災害等派遣手当に関する規則

（趣旨）

第１条 この規則は、職員の給与に関する条例（昭和29年宮崎県条

例第40号）第６条の６及び第６条の６の２の規定に基づき、本県

に派遣された職員（以下「派遣職員」という。）の災害派遣手当

及び武力攻撃災害等派遣手当の支給に関し、必要な事項を定める

ものとする。

（武力攻撃災害等派遣手当への準用）

第４条 前２条の規定は、武力攻撃災害等派遣手当の支給及び額に

ついて準用する。

附 則

この規則は、平成25年４月20日から施行する。
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